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(57)【要約】
【課題】撮影者がいずれの眼でファインダを覗いている
かに応じて、ファインダの機能を制御することのできる
撮像装置および撮像方法を提供する。
【解決手段】ファインダとタッチパネルを有する撮像装
置における撮像方法において、ファインダを覗いている
か否かを検出し、タッチパネルの検出領域への物体のタ
ッチ位置、またはタッチパネルに最も接近する物体の位
置を検出し（Ｓ４５、Ｓ５３、Ｓ５７）、ファインダを
覗いていると検出される場合に、タッチパネルで検出さ
れる位置に応じて、ファインダの機能を制御する（Ｓ６
３、Ｓ６５、Ｓ６９、Ｓ７１）。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファインダとタッチパネルを有する撮像装置において、
　上記ファインダを覗いているか否かを検出する接眼検出部と、
　上記タッチパネルの検出領域への物体のタッチ位置、または上記タッチパネルに最も接
近する物体の位置を検出する位置検出部と、
　上記接眼検出部により上記ファインダを覗いていると検出される場合に、上記位置検出
部により検出される位置に応じて、上記ファインダの機能を制御する制御部と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　上記撮像装置の姿勢を検出する姿勢検出部を有し、
　上記制御部は、上記姿勢検出部により検出される姿勢に応じて、上記タッチパネルの検
出領域を制限する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　上記ファインダは、視度を調節することが可能であって、
　上記制御部は、上記位置検出部により検出される位置に応じて、右目で覗いているか左
目で覗いているかを判別し、判別された目に応じて、上記ファインダの視度を調節する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　上記ファインダは、撮像した画像データに基づいて表示する表示部を有し、
　上記制御部は、上記位置検出部により検出される位置に応じて、右目で覗いているか左
目で覗いているかを判別し、判別された目に応じて、上記表示部の表示のフレームレート
を設定する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項５】
　上記ファインダは、撮像した画像データに基づいて表示する表示部を有し、
　上記制御部は、上記位置検出部により検出される位置に応じて、右目で覗いているか左
目で覗いているかを判別し、判別された目に応じて、上記表示部に表示する画像に特殊効
果を付加する度合いを設定する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項６】
　ファインダとタッチパネルを有する撮像装置における撮像方法において、
　上記ファインダを覗いているか否かを検出し、
　上記タッチパネルの検出領域への物体のタッチ位置、または上記タッチパネルに最も接
近する物体の位置を検出し、
　上記ファインダを覗いていると検出される場合に、上記タッチパネルで検出される位置
に応じて、上記ファインダの機能を制御する、
　ことを特徴とする撮像方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接眼部を通してファインダを観察することができるとともに、タッチパネル
を有する撮像装置および撮像方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子ビューファインダ（Electric Viewfinder：ＥＶＦと称す）と、本体背面部にタッ
チパネルを設け、レリーズ釦が操作され、かつ撮影者がタッチパネルに接触した際に、撮
影者が接眼部を覗きこんでいる接眼状態であると判定するカメラが提案されている（特許
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文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－８６４６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、カメラ等の撮像装置においては、撮影者はファインダを右眼で観察する場合と
、左眼でファインダを観察する場合がある。右眼でファインダを観察する場合には、左眼
で直接被写体を観察することができ、一方、左眼でファインダを観察する場合には、右眼
で被写体を観察することができない。これは、ファインダの接眼部の位置が、背面側から
見て、左側にずれているのが一般的だからである。
【０００５】
　このため、撮影者がファインダを右眼で観察する場合と、左眼で観察する場合には、フ
ァインダ表示を、それぞれの眼に合わせることが望ましい。また、カメラ等の撮像装置に
おいて、ファインダの接眼部は視度調整が可能であり、撮影者の眼に合せて調節すること
が望ましい。
【０００６】
　このように、撮影者がファインダを右眼で覗いているか、左眼で覗いているかに応じて
、ファインダの制御機能を制御することが望ましい。前述の特許文献１に開示のカメラは
、単に、撮影者がファインダを覗いているか否かを判定しているだけであって、いずれの
眼でファインダを覗いているかについては判定していない。
【０００７】
　本発明は、このような事情を鑑みてなされたものであり、撮影者がいずれの眼でファイ
ンダを覗いているかに応じて、ファインダの機能を制御することのできる撮像装置および
撮像方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため第１の発明に係る撮像装置は、ファインダとタッチパネルを有
する撮像装置において、上記ファインダを覗いているか否かを検出する接眼検出部と、上
記タッチパネルの検出領域への物体のタッチ位置、または上記タッチパネルに最も接近す
る物体の位置を検出する位置検出部と、上記接眼検出部により上記ファインダを覗いてい
ると検出される場合に、上記位置検出部により検出される位置に応じて、上記ファインダ
の機能を制御する制御部と、を有する。
【０００９】
　第２の発明に係る撮像装置は、上記第１の発明において、上記撮像装置の姿勢を検出す
る姿勢検出部を有し、上記制御部は、上記姿勢検出部により検出される姿勢に応じて、上
記タッチパネルの検出領域を制限する。
　第３の発明に係る撮像装置は、上記第１の発明において、上記ファインダは、視度を調
節することが可能であって、上記制御部は、上記位置検出部により検出される位置に応じ
て、右目で覗いているか左目で覗いているかを判別し、判別された目に応じて、上記ファ
インダの視度を調節する。
【００１０】
　第４の発明に係る撮像装置は、上記第１又は第２の発明において、上記ファインダは、
撮像した画像データに基づいて表示する表示部を有し、上記制御部は、上記位置検出部に
より検出される位置に応じて、右目で覗いているか左目で覗いているかを判別し、判別さ
れた目に応じて、上記表示部の表示のフレームレートを設定する。
　第５の発明に係る撮像装置は、上記第１又は第２の発明において、上記ファインダは、
撮像した画像データに基づいて表示する表示部を有し、上記制御部は、上記位置検出部に
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より検出される位置に応じて、右目で覗いているか左目で覗いているかを判別し、判別さ
れた目に応じて、上記表示部に表示する画像に特殊効果を付加する度合いを設定する。
【００１１】
　第６の発明に係る撮像方法は、ファインダとタッチパネルを有する撮像装置における撮
像方法において、上記ファインダを覗いているか否かを検出し、上記タッチパネルの検出
領域への物体のタッチ位置、または上記タッチパネルに最も接近する物体の位置を検出し
、上記ファインダを覗いていると検出される場合に、上記タッチパネルで検出される位置
に応じて、上記ファインダの機能を制御する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、撮影者がいずれの眼でファインダを覗いているかに応じて、ファイン
ダの機能を制御することのできる撮像装置および撮像方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係るカメラの主として電気的構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の一実施形態に係るカメラの背面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るカメラにおいて、撮影者がファインダを覗きこむ様子
を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るカメラにおいて、カメラを縦・横位置に構えた際のフ
ァインダの覗き込み方の類型を示すである。
【図５】本発明の一実施形態に係るカメラにおいて、カメラの縦・横位置、ファインダを
覗きこむ眼、撮影者等の鼻のタッチパネル上のタッチ位置の関係を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るカメラのカメラ制御の動作を示すフローチャートであ
る。
【図７】本発明の一実施形態に係るカメラの目的別・ＥＶ表示の動作を示すフローチャー
トである。
【図８】本発明の一実施形態に係るカメラにおいて、撮影者が右眼でファインダを覗きこ
む場合と、左眼でファインダを覗きこむ場合において、ファインダの機能を示す図である
。
【図９】本発明の一実施形態に係るカメラにおいて、アートフィルタの効果を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態としてカメラに適用した例について説明する。このカメラは
、ファインダとタッチパネルを有する。また、カメラは、撮像部を有し、この撮像部によ
って被写体像を画像データに変換し、この変換された画像データに基づいて、被写体像を
接眼部を通して観察可能なファインダ（ＥＶＦ）または本体の背面に配置した背面表示部
にライブビュー表示する。撮影者はライブビュー表示を観察することにより、構図やシャ
ッタタイミングを決定する。レリーズ操作時には、画像データが記録媒体に記録される。
記録媒体に記録された画像データは、再生モードを選択すると、ＥＶＦまたは背面表示部
に再生表示することができる。
【００１５】
　また、このカメラは、撮影者がファインダ（ＥＶＦ）を覗いている際に、カメラの姿勢
（縦位置か横位置等）と、タッチパネルによって検出した撮影者のタッチ位置等に基づい
て、撮影者が右眼でファインダを覗いているか、左眼で覗いているかを判定する（図７の
Ｓ４１～Ｓ６１、Ｓ６７等参照）。この判定結果に基づいて、ファインダ接眼部の視度調
整を行い、また表示画像のフレームレート、特殊効果等のファインダの機能制御を行う（
図７のＳ６３、Ｓ６５、Ｓ６９、Ｓ７１、図８等参照）。
【００１６】
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　図１は、本発明の一実施形態に係るカメラの主として電気的構成を示すブロック図であ
る。本実施形態に係るカメラは、カメラ本体１００（図３参照）と、このカメラ本体１０
０に装着可能、または一体に構成されたレンズ鏡筒２００（図３参照）とから構成される
。レンズ鏡筒２００内には撮影レンズ１が備えられ、カメラ本体１００内には、撮像部３
、制御部３１等が備えられている。
【００１７】
　レンズ鏡筒２００内に設けられた撮影レンズ１は、被写体の光学像を撮像部３内の撮像
素子上に形成する。また、撮影レンズ１は、制御部３１により駆動制御され、撮影レンズ
１を光軸方向に移動させるフォーカス駆動機能を備えている。また、撮影レンズ１はズー
ム機能を有するものであってもよい。
【００１８】
　撮像部３は、撮像素子および撮像素子駆動回路等の周辺回路を有する。撮像素子は、Ｃ
ＭＯＳイメージセンサ、ＣＣＤイメージセンサ等の撮像素子であり、撮影レンズ１による
被写体像の結像位置付近に配置される。撮像素子駆動回路は、制御部３１の制御信号に従
って、撮像素子から画像データを読出し、画像データを制御部３１に出力する。また、撮
像素子駆動回路は、制御部３１からの指示に従って読み出しのフレームレートを変更する
ことができる。
【００１９】
　姿勢検出部５は、ジャイロや加速度センサ等のセンサを有し、カメラの姿勢が、縦位置
であるか、横位置であるかを検出し、検出結果を制御部３１に出力する。また、検出結果
が縦位置の場合には、さらに、グリップ部Ｇ（図２参照）との位置関係、すなわちグリッ
プ部Ｇが上側にあるか（図４（ｃ）参照）、グリップ部Ｇが下側にあるか（図４（ｄ）参
照）を検出する。姿勢検出部５は、手ブレ検出用のセンサと兼用してもよい。カメラの縦
位置および横位置については、図４を用いて後述する。姿勢検出部５は、撮像装置の姿勢
を検出する姿勢検出部として機能する。
【００２０】
　ＥＶＦ制御部７は、前述の撮像部３において取得され、制御部３１において表示用に画
像処理された画像データを入力し、または記録部２１に記録され、読み出された記録画像
データを入力し、この画像データをＥＶＦ９に出力する。ＥＶＦ制御部７は、これらのラ
イブビュー表示および記録画像の再生表示にあたって、表示の制御を行う。
【００２１】
　ＥＶＦ９は、カメラ本体１００内に内蔵された小型の表示ディスプレイを有する。撮影
者１５は、接眼レンズ１１を介して、ＥＶＦ９の表示ディスプレイに表示されたライブビ
ュー画像等を観察することができる。なお、ＥＶＦ制御部７、ＥＶＦ９、接眼レンズ１１
、視度調整部１３を含めてファインダという。ＥＶＦ９は、撮像した画像データに基づい
て表示する表示部として機能する。
【００２２】
　視度調整部１３は、接眼レンズ１１を光軸方向に移動させる調節機構を有し、制御部３
１からの視度調整データに従って、撮影者１５の眼に最適となるように視度調整を行う。
このため、ＥＶＦ９は視度を調節することが可能である。なお、撮影者１５の右眼と左眼
について、それぞれ視度を予め測定し、ＲＯＭ２５に記録しておき、この記録された視度
に基づいて、視度調整を行う（後述する図７のＳ６３、Ｓ６９参照）。
【００２３】
　アイセンサ１７は、接眼レンズ１１を含む接眼部の周辺にファインダを覗こうとする撮
影者の顔があるか否かを検出し、検出結果を制御部３１に出力する。アイセンサ１７によ
る検出としては、例えば、撮影者１５に投光する赤外発光素子と、撮影者１５からの反射
光を受光する赤外受光素子等によって行うようにしてもよい。この投受光式のアイセンサ
に限らず、他の方式でファインダを覗いているか否かを検出するようにしてもよい。アイ
センサ１７は、ファインダを覗いているか否かを検出する接眼検出部として機能する。
【００２４】
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　背面表示部１９は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機ＥＬ等の表示ディスプレイを有
し、カメラ本体１００の背面に配置される。背面表示部１９には、ライブビュー画像や再
生画像の表示等が行われる。
【００２５】
　タッチパネル１９ａは、背面表示部１９の表示ディプレイと一体または前面に配置され
、撮影者の指等のタッチを検出し、そのタッチ位置を制御部３１に出力する。なお、タッ
チパネル１９ａは、静電容量式タッチパネル等を採用し、指や鼻等が直接タッチパネルに
接触した場合に限らず、指や鼻等がタッチパネルに接近した場合に、このことを検出する
ようにしてもよい。
【００２６】
　前述の静電容量式タッチセンサは、タッチ電極の静電容量を計測する。タッチ電極と周
囲の導電体との間には静電容量が存在し、タッチ電極に導電体（人体）が近づくと、静電
容量の値が増加する。タッチパネル上に複数のタッチ電極をマトリクス状に配置し、静電
容量が増加する位置を検出してタッチ位置を特定することができる。このため、静電容量
の検出感度を増加させることにより、タッチ電極に接触しなくても接近することによりタ
ッチ位置を特定することができる。
【００２７】
　タッチパネル１９ａは、タッチパネルの検出領域への物体のタッチ位置、または上記タ
ッチパネルに最も接近する物体の位置を検出する位置検出部として機能する。なお、本実
施形態の説明においては、簡略化するために、タッチパネルに直接接触する場合に限らず
、タッチパネルに接近する動作も含めて、すなわち、物体がタッチパネルに最も接近する
場合も含めて、「タッチ」と記載する場合がある。
【００２８】
　記録部２１は、電気的に書き換え可能な不揮発性メモリであり、カメラ本体１００に装
填自在な記録媒体を有する。記録部２１は、撮像部３によって取得され、制御部３１によ
って記録用に画像処理された画像データを記録し、またこの画像データの読み出しを行う
。
【００２９】
　ＲＡＭ（Random Access Memory）２３は、電気的に書き換え可能な揮発性メモリであり
、制御部３１における演算・制御の際の一時記憶用メモリや、撮像部３からの画像データ
の一時記憶用メモリとして使用される。
【００３０】
　ＲＯＭ（Read Only Memory）２５は、電気的に書き換え可能な不揮発性メモリであり、
制御部３１内のＣＰＵを動作させるためのプログラムコードを記憶する。また、カメラ本
体１００やレンズ鏡筒２００の各種調整値を記憶する。さらに、撮影者１５の右眼および
左眼の視度の測定結果を記憶する。
【００３１】
　操作部２７は、電源釦、シャッタレリーズ釦、再生釦、メニュー釦、十字キー、ＯＫ釦
等、各種入力釦や各種入力キー等の操作部材を含み、これらの操作部材の操作状態を検知
し、検知結果を制御部３１内のＣＰＵに出力する。ＣＰＵは、操作部２７からの検知結果
に基づいて、ユーザの操作に応じた各種シーケンスを実行する。電源釦は、カメラの電源
のオン／オフを指示するための操作部材である。電源釦が押されるとカメラの電源はオン
となり、再度、電源釦が押されるとカメラの電源はオフとなる。なお、電源釦に限らず、
レバーやダイヤル等、他の形式の操作部材でも構わない。
【００３２】
　シャッタレリーズ釦は、半押しでオンになるファーストシャッタレリーズスイッチ（１
ＲＳＷ）と、半押しから更に押し込み全押しとなるとオンになるセカンドシャッタレリー
ズスイッチ（２ＲＳＷ）からなる。ＣＰＵは、ファーストシャッタレリーズスイッチ（１
ＲＳＷ）がオンとなると、ＡＥ動作やＡＦ動作等の撮影準備シーケンスを実行する。また
、セカンドシャッタレリーズスイッチ（２ＲＳＷ）がオンとなると、メカニカルシャッタ
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等を制御し、撮像部３から画像データを取得し、この画像データを記録部２１に記録する
一連の撮影シーケンスを実行して本撮影を行う。シャッタレリーズ釦は、撮影準備状態を
指示するための操作部材として機能する（図６のＳ１３参照）。また、シャッタレリーズ
釦は、本撮影を指示するための操作部材として機能する（図６のＳ２５参照）。
【００３３】
　メニュー釦は、メニュー画面を表示パネル１３５に表示させるための操作釦である。メ
ニュー画面上では、各種の設定を行うことができる。この設定としては、例えば、視度の
測定、アートフィルタモード、ＯＶＦ（Optical View Finder）シミュレーションモード
、ＬＶ（Live View）ブーストモード、ナチュラルビューモード等がある。なお、種々の
設定にあたって、メニュー画面以外にも、例えば、釦操作やダイヤル操作等で直接設定す
るようにしてもよい。
【００３４】
　制御部３１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）とその周辺回路を有し、ＲＯＭ２
５に記憶されたプログラムコードに従って、カメラ内の各部を制御して、カメラ全体の制
御を行う。周辺回路は、種々の回路を含む。例えば、周辺回路は、画像データを入力し、
ライブビュー表示用の画像処理、記録部２１から読み出した記録画像の再生表示用の画像
処理、アートフィルタのための画像処理等の画像処理回路を有する。
【００３５】
　制御部３１は、接眼検出部によりファインダを覗いていると検出される場合に、位置検
出部により検出される位置に応じて、ファインダの機能を制御する制御部として機能する
（例えば、図６のＳ７、Ｓ２１、図７参照）。また、この制御部は、姿勢検出部により検
出される姿勢に応じて、タッチパネルの検出領域を制限する（例えば、図５、図７のＳ４
５、Ｓ５３、Ｓ５７参照）。また、この制御部は、位置検出部により検出される位置に応
じて、右眼で覗いているか左眼で覗いているかを判別し、判別された眼に応じて、ファイ
ンダの視度を調節する（例えば、図７のＳ６１、Ｓ６３、Ｓ６７、Ｓ６９参照）。
【００３６】
　また、この制御部は、位置検出部により検出される位置に応じて、右眼で覗いているか
左眼で覗いているかを判別し、判別された眼に応じて、表示部の表示のフレームレートを
設定する（例えば、図７のＳ６１、Ｓ６５、Ｓ６７、Ｓ６９、図８参照）。また、この制
御部は、位置検出部により検出される位置に応じて、右眼で覗いているか左眼で覗いてい
るかを判別し、判別された眼に応じて、表示部に表示する画像に特殊効果を付加する度合
いを設定する（例えば、図７のＳ６１、Ｓ６３、Ｓ６７、Ｓ６９、図８参照）。
【００３７】
　図２は、本実施形態に係るカメラの背面図である。このカメラの背面には、背面表示部
１９が配置されている。また、この背面表示部１９には、タッチパネル１９ａが設けられ
ており、前述したように、撮影者の指や鼻等が背面表示部１９の表示面をタッチすると、
タッチパネル１９ａは、その位置を検知し、制御部３１に出力する。
【００３８】
　また、カメラ本体１００の上部には、接眼レンズ１１が配置されており、この接眼レン
ズ１１を通してＥＶＦ９の表示ディスプレイを観察することができる。また、接眼レンズ
１１の近傍には、アイセンサ１７が配置されており、撮影者が近づくと、このことを検知
し、制御部３１に出力する。
【００３９】
　カメラ本体１００の右側および上部には、操作部２７の各種操作部材が配置されている
。カメラ本体１００の右側部分は、撮影者が右手で把持する際のグリップ部Ｇ（図２にお
いて、破線Ｇで示す）である。
【００４０】
　図３は、撮影者１５が接眼レンズ１１を通してライブビュー表示を観察している様子を
示している。この状態では、カメラ本体１００は横位置にあり、撮影者１５の右手はグリ
ップ部Ｇ（図２参照）を把持し、左手はレンズ鏡筒２００の操作リングの回転操作を行っ
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ている。
【００４１】
　次に、図４を用いて、カメラの構え方とＥＶＦ９の観察の仕方について説明する。図４
（ａ）は、カメラを横位置に構え、右眼でＥＶＦ９を観察している様子を示す。この状態
では、撮影者の左眼はカメラ本体によって遮られずに、前方の被写体を見ることができる
。図４（ｂ）は、カメラを横位置に構え、左眼でＥＶＦ９を観察している様子を示す。こ
の状態では、撮影者の右眼は前方の被写体を見ることができるが、カメラ本体の上部が邪
魔して被写体を見難い。
【００４２】
　図４（ｃ）は、カメラを縦位置に構え、グリップ部Ｇを上にし、右眼でＥＶＦ９を観察
している様子を示す。この状態では、撮影者の左眼はカメラ本体によって遮られずに、前
方の被写体を見ることができる。図４（ｄ）は、カメラを縦位置に構え、グリップ部Ｇを
下にし、右眼でＥＶＦ９を観察している様子を示す。この状態では、撮影者の左眼はカメ
ラ本体によって遮られるので前方の被写体を見ることができない。
【００４３】
　このように、撮影者が右眼でＥＶＦ９を観察している場合には、左眼は前方の被写体を
直接見ることができ、一方、左眼でＥＶＦ９を観察している場合には、右眼で前方の被写
体を直接見ることができない。また、撮影者が右眼でＥＶＦ９を観察している場合であっ
ても、カメラを縦位置に構え、グリップ部Ｇを下にした場合は、左眼は前方の被写体を直
接見ることができない。
【００４４】
　次に、図５を用いて、撮影者がＥＶＦ９を右眼で見ているか、それとも左眼で見ている
かを判定する方法について説明する。
【００４５】
　図５（ａ）は、カメラを縦位置に構え、グリップ部Ｇを下にし、右眼で接眼レンズ１１
を介してＥＶＦ９を観察している様子を示している。この状態では、タッチパネル１９ａ
のエリアＡ（図５（ａ）で右下の領域）において、撮影者１５の鼻が背面表示部１９にタ
ッチする。タッチパネル１９ａが、エリアＡ内におけるタッチ位置を検出し、制御部３１
に出力する。したがって、制御部３１内のＣＰＵは、姿勢検出部５が縦位置かつグリップ
部Ｇが下側であることを検出した場合に（前述の図４（ｄ）と同じ状態）、タッチパネル
１９ａがエリアＡでタッチ位置を検出した場合には、右眼でＥＶＦ９を観察していると判
定する。
【００４６】
　一方、カメラを縦位置に構え、グリップ部Ｇを下にし、左眼で接眼レンズ１１を介して
ＥＶＦ９を観察している場合には、タッチパネル１９ａのエリアＡにおいて、撮影者１５
の鼻が背面表示部１９にタッチすることはない。したがって、制御部３１内のＣＰＵは、
姿勢検出部５が縦位置を検出し、グリップ部Ｇが下にあると判定した場合に、タッチパネ
ル１９ａがエリアＡでタッチ位置を検出しない場合には、左眼でＥＶＦ９を観察している
と判定する。
【００４７】
　図５（ｂ）は、カメラを縦位置に構え、グリップ部Ｇを上にし、左眼で接眼レンズ１１
を介してＥＶＦ９を観察している様子を示している。この状態では、タッチパネル１９ａ
のエリアＢ（図５（ｂ）で左下の領域）において、撮影者１５の鼻が背面表示部１９にタ
ッチする。タッチパネル１９ａが、エリアＢ内におけるタッチ位置を検出し、制御部３１
に出力する。したがって、制御部３１内のＣＰＵは、姿勢検出部５が縦位置かつグリップ
部Ｇが上にあることを検出した場合に、タッチパネル１９ａがエリアＢでタッチ位置を検
出した場合には、左眼でＥＶＦ９を観察していると判定する。
【００４８】
　一方、カメラを縦位置に構え、グリップ部Ｇを上にし、右眼で接眼レンズ１１を介して
ＥＶＦ９を観察している場合には（前述の図４（ｃ）と同じ状態）、タッチパネル１９ａ
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のエリアＢにおいて、撮影者１５の鼻が背面表示部１９にタッチすることない。したがっ
て、制御部３１内のＣＰＵは、姿勢検出部５が縦位置を検出し、グリップ部Ｇが上にある
と判定した場合に、タッチパネル１９ａがエリアＢでタッチ位置を検出しない場合には、
右眼でＥＶＦ９を観察していると判定する。
【００４９】
　図５（ｃ）は、カメラを横位置に構え、右眼で接眼レンズ１１を介してＥＶＦ９を観察
している様子を示している（前述の図４（ａ）と同じ状態）。この状態では、タッチパネ
ル１９ａのエリアＣ（図５（ｃ）で左側の領域）において、撮影者１５の鼻が背面表示部
１９にタッチする。タッチパネル１９ａが、エリアＣ内におけるタッチ位置を検出し、制
御部３１に出力する。したがって、制御部３１内のＣＰＵは、姿勢検出部５が横位置を検
出し、タッチパネル１９ａがエリアＣでタッチ位置を検出した場合には、右眼でＥＶＦ９
を観察していると判定する。
【００５０】
　図５（ｄ）は、カメラを横位置に構え、左眼で接眼レンズ１１を介してＥＶＦ９を観察
している様子を示し、前述の図４（ｂ）と同じ状態である。この状態では、タッチパネル
１９ａのエリアＤ（図５（ｄ）で右側の領域）において、撮影者１５の鼻が背面表示部１
９にタッチする。タッチパネル１９ａが、エリアＤ内におけるタッチ位置を検出し、制御
部３１に出力する。したがって、制御部３１内のＣＰＵは、姿勢検出部５が横位置を検出
し、タッチパネル１９ａがエリアＤでタッチ位置を検出した場合には、左眼でＥＶＦ９を
観察していると判定する。
【００５１】
　このように、本実施形態においては、姿勢検出部５によるカメラの姿勢検出の結果と、
タッチパネル１９ａのタッチ位置の検出結果に基づいて、撮影者が右眼でＥＶＦ９を観察
しているか、左眼でＥＶＦ９を観察しているかを判定することができる。また、カメラの
姿勢、すなわち、縦位置か横位置か、縦位置の場合にグリップが上か下かに応じて、タッ
チ位置を検出するエリアを制限している（例えば、図７のＳ４５、Ｓ５３、Ｓ５７参照）
。
【００５２】
　次に、図６および図７に示すフローチャートを用いて、本実施形態における動作につい
て、説明する。これらのフローは、制御部３１内のＣＰＵが、ＲＯＭ２５に記憶されてい
るプログラムコードに従って、カメラ内の各部を制御することによって実行する。
【００５３】
　操作部２７の電源釦がオンになると、動作を開始し、まず、初期化を行う（Ｓ１）。こ
こでは、各種フラグ等がリセットされ、また各種メカ機構がリセットされる。
【００５４】
　初期化を行うと、次に、撮像を開始する（Ｓ３）。ここでは、制御部３１からの制御信
号に従って撮像部３が所定のフレームレートで画像データを取得し、制御部３１に出力す
る。制御部３１内の画像処理部がライブビュー表示用に画像処理を施し、ＥＶＦ制御部７
に出力する。これによって、ＥＶＦ９にライブビュー画像が表示される。以後、フレーム
レートに対応する時間が経過する毎に、ライブビュー画像が更新される。
【００５５】
　撮像を行うと、次に、接眼か否かを判定する（Ｓ５）。ここでは、アイセンサ１７の検
出出力に基づいて、撮影者の眼が、接眼レンズ１１に接近しているか否かを判定する。す
なわち、このステップでは、撮影者がファインダを覗いているか否かを検出する。
【００５６】
　ステップＳ５における判定の結果、接眼であった場合には、目的別・ＥＶＦ表示を行う
（Ｓ７）。ここでは、背面表示部１９の表示をオフとし、ＥＶＦ９でライブビュー表示を
行う。この場合、カメラの構え方や、撮影者が右眼で見ているか左眼で見ているかを判定
し、その結果に応じて、ＥＶＦ９における表示の切り替えや、接眼レンズ１１の視度調節
を行う。この目的別・ＥＶＦ表示の詳しい動作については、図７を用いて後述する。
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【００５７】
　一方、ステップＳ５における判定の結果、接眼でなかった場合には、背面表示を行う（
Ｓ１１）。ここでは、ＥＶＦ９をオフとし、背面表示部１９における表示をオンとする。
撮影者は、背面表示部１９にライブビュー表示されるので、このライブビュー画像を見て
、構図やシャッタタイミングを決定する。
【００５８】
　ステップＳ７において目的別・ＥＶＦ表示を行うと、またはステップＳ１１において背
面表示を行うと、次に、１Ｒ（ＳＷ）がオンか否かを判定する（Ｓ１３）。ここでは、撮
影者が操作部２７のレリーズ釦を半押した場合に１Ｒがオンと判定され、半押しされてい
ない場合には１Ｒがオフと判定すされる。この判定の結果、１Ｒがオフの場合には、ステ
ップＳ３に戻り、前述の処理を繰り返す。
【００５９】
　ステップＳ１３における判定の結果、１Ｒがオンの場合には、次に、撮像を行う（Ｓ１
５）。ここでは、ステップＳ３と同様に、撮像部３から画像データを取得し、画像処理を
施した後に、ＥＶＦ９にライブビュー表示を行う。
【００６０】
　撮像を行うと、次に、ＡＥ・ＡＦを行う（Ｓ１７）。ＡＥ（Auto Exposure）は、撮像
部３からの画像データに基づいて、適正露光となる絞り値、シャッタ速度値、ＩＳＯ感度
値等の露出制御値を算出する。またＡＦ（Auto Focus）は、撮影レンズ１を合焦となる位
置に調節する。自動焦点検出方法としては、例えば、撮像部３からの画像データに基づい
て焦点検出用の評価値を算出し、この評価値がピークとなる位置に撮影レンズ１を調節す
る。
【００６１】
　ＡＥとＡＦを行うと、次に、ステップＳ５と同様に接眼か否かを判定する（Ｓ１９）。
この判定の結果、接眼の場合には、ステップＳ７と同様に、目的別・ＥＶＦ表示を行う（
Ｓ２１）。一方、接眼していなかった場合には、ステップＳ１１と同様に、背面表示を行
う（Ｓ２３）。このように、レリーズ釦が半押しされた場合にも、ＥＶＦ９を覗いている
か否かに応じて、ＥＶＦ９または背面表示部１９のいずれかでライブビュー表示を行う。
また、ＥＶＦ９を覗いている場合には、右眼か左眼に応じて、ファインダの機能制御を行
っている。
【００６２】
　ステップＳ２１において目的別・ＥＶＦ表示を行うと、またはステップＳ２３において
背面表示を行うと、次に、２Ｒ（ＳＷ）がオンか否かを判定する（Ｓ２５）。ここでは、
撮影者が操作部２７のレリーズ釦を全押した場合に２Ｒがオンと判定され、全押しされて
いない場合には２Ｒがオフと判定される。この判定の結果、２Ｒがオフの場合には、ステ
ップＳ１３に戻り、前述の処理を繰り返す。
【００６３】
　ステップＳ２５における判定の結果、２Ｒがオンの場合には、撮影を行う（Ｓ２７）。
ここでは、ステップＳ１７において算出された適正露光となる露出制御値で、絞りやシャ
ッタ等を制御し、シャッタ速度で決まる露出時間の経過後に撮像部３の撮像素子から画像
データを読み出す。
【００６４】
　撮影を行うと、次に、記録する（Ｓ２９）。ここでは、読み出された画像データに対し
て、記録用の画像処理を施し、記録部２１に画像データを記録する。
【００６５】
　記録を行うと、次に、電源がオフか否かを判定する（Ｓ３１）。ここでは、操作部２７
の電源釦がオフか否かを判定する。この判定の結果、電源オフでない場合には、ステップ
Ｓ３に戻り、前述の動作を繰り返す。一方、判定の結果、電源オフの場合には、カメラ制
御のフローを終了する。
【００６６】
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　次に、図７に示すフローチャートを用いて、ステップＳ７およびＳ２１における目的別
・ＥＶＦ表示の動作について説明する。
【００６７】
　目的別・ＥＶＦ表示のフローに入ると、まず、姿勢検出を行う（Ｓ４１）。ここでは、
姿勢検出部５がカメラの姿勢を検出し、その結果をＣＰＵに出力する。
【００６８】
　姿勢検出を行うと、次に縦位置か否かの判定を行う（Ｓ４３）。ここでは、ステップＳ
４１における検出結果に基づいて、カメラが縦位置で構えられているか横位置で構えられ
ているかを判定する。
【００６９】
　ステップＳ４３における判定の結果、縦位置でなかった場合には、すなわち、横位置の
場合には、検出エリアＣ、Ｄについて検出を行う（Ｓ４５）。ここでは、図５（ｃ）（ｄ
）に示すエリアＣとエリアＤについて、タッチパネル１９ａがタッチ状態を検出する。
【００７０】
　次に、エリアＣがタッチされたか否かを判定する（Ｓ４７）。ここでは、ステップＳ４
５における検出結果に基づいて、エリアＣがタッチされた否かを判定する。この判定の結
果、エリアＣがタッチされていなかった場合には、エリアＤがタッチされたか否かを判定
する（Ｓ４９）。ここでは、ステップＳ４５における検出結果に基づいて、エリアＤがタ
ッチされたか否かを判定する。
【００７１】
　ステップＳ４３における判定の結果、縦位置であった場合には、次に、グリップが下に
あるか否かを判定する（Ｓ５１）。ここでは、ステップＳ４１における検出結果に基づい
て、グリップが下にあるか否かを判定する。
【００７２】
　ステップＳ５１における判定の結果、グリップが下にある場合には、次に、検出エリア
Ａのタッチ状態を検出する（Ｓ５３）。ここでは、図５（ａ）に示すエリアＡについて、
タッチパネル１９ａがタッチ状態を検出する。
【００７３】
　続いて、エリアＡがタッチされたか否かを判定する（Ｓ５５）。ここでは、ステップＳ
５３における検出結果に基づいて判定する。
【００７４】
　ステップＳ５１における判定の結果、グリップが下になかった場合には、次に、検出エ
リアＢにおいてタッチ状態を検出する（Ｓ５７）。ここでは、図５（ｂ）に示すエリアＢ
について、タッチパネル１９ａがタッチ状態を検出する。
【００７５】
　続いて、エリアＢがタッチされたか否かを判定する（Ｓ５９）。ここでは、ステップＳ
５７における検出結果に基づいて判定する。
【００７６】
　ステップＳ４１～Ｓ５９において、カメラが縦位置であるか横位置であるか、また縦位
置の場合にはグリップが上であるか下であるかについて判定される。そして、それぞれの
状態においてタッチパネル１９ａにおける所定のエリアにおけるタッチ位置を検出する（
Ｓ４５、Ｓ５３、Ｓ５７）。この検出結果に基づいて、次に、右眼か左眼のいずれでＥＶ
Ｆ９を観察しているかを、ステップＳ６１、Ｓ６７において判別する。
【００７７】
　ステップＳ４７においてエリアＣでタッチ状態であると判定された場合、またはステッ
プＳ４９においてエリアＤでタッチ状態でないと判定された場合、またはステップＳ５５
において、エリアＡでタッチ状態であると判定された場合、またはステップＳ５９におい
て、エリアＢでタッチ状態でないと判定された場合には、右眼と判別する（Ｓ６１）。
【００７８】
　すなわち、ステップＳ４７においてエリアＣでタッチ状態であると判定された場合、ま
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たはステップＳ４９においてエリアＤでタッチ状態でないと判定された場合は、カメラが
横位置にあり、エリアＣでタッチ状態であるか、エリアＤはタッチ状態でないことから、
図５（ｃ）に示すように、右眼でＥＶＦ９を覗いている状態である。
【００７９】
　また、ステップＳ５５において、エリアＡでタッチ状態であると判定された場合は、カ
メラが縦位置で、グリップ部Ｇが下にあり、エリアＡがタッチ状態であることから、図５
（ａ）に示すように、右眼でＥＶＦ９を覗いている状態である。
【００８０】
　また、ステップＳ５９において、エリアＢでタッチ状態でないと判定された場合は、カ
メラが縦位置でグリップ部Ｇが上にあり、エリアＢがタッチ状態でないかことから、右眼
でＥＶＦ９を覗いている状態である（図５（ｂ）参照）。
【００８１】
　一方、ステップＳ４９においてエリアＤでタッチ状態であると判定された場合、または
ステップＳ５５においてエリアＡでタッチ状態でないと判定された場合、またはステップ
Ｓ５９においてエリアＢでタッチ状態であると判定された場合には、左眼と判別する（Ｓ
６７）。
【００８２】
　すなわち、ステップＳ４９においてエリアＤでタッチ状態であると判定された場合は、
カメラは横位置にあり、エリアＤでタッチ状態であることから、図５（ｄ）に示すように
、左眼でＥＶＦ９を覗いている状態である。
【００８３】
　また、ステップＳ５５においてエリアＡでタッチ状態でないと判定された場合は、カメ
ラは縦位置にあり、グリップ部Ｇは下にあり、エリアＡはタッチ状態でないことから、左
眼でＥＶＦ９を覗いている状態である（図５（ａ）参照）。
【００８４】
　また、ステップＳ５９においてエリアＢでタッチ状態であると判定された場合は、カメ
ラは縦位置にあり、グリップ部Ｇは上にあり、エリアＢはタッチ状態であることから、図
５（ｂ）に示すように、左眼でＥＶＦ９を覗いている状態である。
【００８５】
　ステップＳ６１およびＳ６７において、ＥＶＦ９を覗いている眼が右眼か左眼かを判別
すると、ステップＳ６３、Ｓ６５、Ｓ６９、Ｓ７１において、それぞれの眼に応じたＥＶ
Ｆ９の機能制御を行う。
【００８６】
　ステップＳ６１において、右眼と判別した場合には、右眼用視度調節を行う（Ｓ６３）
。ここでは、予め測定された撮影者の右眼の視度データを、ＲＯＭ２５から読み出し、こ
の読み出した視度データに基づいて視度調整部１３が接眼レンズ１１の視度調整を行う。
【００８７】
　一方、ステップＳ６７において、左眼と判別した場合には、左眼用視度調節を行う（Ｓ
６９）。ここでは、予め測定された撮影者の左眼の視度データを、ＲＯＭ２５から読み出
し、この読み出した視度データに基づいて視度調整部１３が接眼レンズ１１の視度調整を
行う。
【００８８】
　このように、ステップＳ６３またはＳ６７において、撮影者が実際に覗いている眼が右
眼であるか、左眼であるかを判別し、この判別結果に応じて視度調整しているので、撮影
者はＥＶＦ９を覗いた際にピントのあった画像を観察することができる。
【００８９】
　ステップＳ６３において、右眼用視度調節を行うと、次に、ナチュラル表示データの作
成と高フレームレートの設定を行う（Ｓ６５）。また、ステップＳ６９において、左眼用
視度調節を行うと、次に、没入感のある表示データの作成を行う（Ｓ７１）。
【００９０】
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　両ステップにおける処理について、図８を用いて説明する。ステップＳ６５において、
図８の「右眼」と記載されている列の処理を実行し、ステップＳ７１において、図８の「
左眼」と記載されている列の処理を実行する。
【００９１】
　まず、フレームレートについては、図８の第１段の記載に沿って設定を行う。すなわち
、撮影者が右眼でＥＶＦ９を観察している場合には（Ｓ６５）、高速のフレームレートに
設定する。一方、左眼でＥＶＦ９を観察している場合には（Ｓ７１）、通常のフレームレ
ートに設定する。撮影者が右眼でＥＶＦ９を観察している場合には、左眼で直接被写体を
観察できることから、ＥＶＦ９で表示遅れが生ずることを防止するために、高速のフレー
ムレートを設定する。一方、撮影者が左眼でＥＶＦ９を観察している場合には、通常、右
眼で被写体を観察していないので、通常のフレームレートを設定する。なお、フレームレ
ートは、制御部３１から撮像部３内の撮像素子駆動回路に制御信号を送信し、設定する。
【００９２】
　アートＬＶ（ライブビュー）モードがメニュー画面等において設定されている場合には
、図８の第２段の記載に沿って処理を行う。すなわち、撮影者が左眼でＥＶＦ９を観察し
ている場合には（Ｓ７１）、設定されたアートＬＶモードに従って画像データに画像処理
を施して表示用の画像データを生成する。一方、右眼でＥＶＦ９を観察している場合には
（Ｓ６５）、アートＬＶモードが設定されていても、ＥＶＦ９にはアートＬＶモードによ
る表示を行わず、通常のライブビュー画像の画像データを生成する。撮影者が右眼でＥＶ
Ｆ９を観察している場合には、左眼で直接被写体を観察することができ、このとき左右の
眼で見る像が大きく異なると違和感が生じてしまうのを防止するためである。
【００９３】
　なお、アートＬＶモードとしては、例えば、図９に示すように、「ファンタジックフォ
ーカス」、「ファンタジックフォーカス＋スターライト」、「ファンタジックフォーカス
＋ホワイトエッジ」、「ポップアート」、「ポップアート＋スターライト」、「ポップア
ート＋ピンホール」、「ポップアート＋ホワイトエッジ」、「トイフォト」、「ラフモノ
クローム」、「ジオラマ」等、種々の画像処理がある。
【００９４】
　ＯＶＦ（Optical View Finder）シミュレーションがメニュー画面等において設定され
ている場合には、図８の第３段の記載に沿って処理を行う。ＯＶＦシミュレーションモー
ドは、ＥＶＦ９において、光学式ファインダにおける被写体像と同等の画像を表示させる
モードである。撮影者が右眼でＥＶＦ９を観察している場合には（Ｓ６５）、設定された
ＯＶＦシミュレーションモードに従って画像データに画像処理を施し、表示用の画像デー
タを生成する。一方、左眼でＥＶＦ９を観察している場合には（Ｓ７１）、ＯＶＦシミュ
レーションモードが設定されていても、ＥＶＦ９にはＯＶＦシミュレーションモードによ
る画像データを生成せずに、通常のライブビュー画像の画像データを生成する。
【００９５】
　ＬＶブーストがメニュー画面等において設定されている場合には、図８の第４段の記載
に沿って処理を行う。ＬＶブーストモードは、画像の輝度を増幅し、暗闇であっても昼間
のように明るく画像を表示させるモードである。撮影者が左眼でＥＶＦ９を観察している
場合には（Ｓ７１）、被写体像が明るくなるように画像データに画像処理を施し、表示用
の画像データを生成する。一方、右眼でＥＶＦ９を観察している場合には（Ｓ６５）、Ｌ
Ｖブーストモードが設定されていても、ＥＶＦ９にはＬＶブーストモードによる画像デー
タを生成せず、通常のライブビュー画像表示用の画像データを生成する。撮影者が右眼で
ＥＶＦ９を観察している場合には、左眼で直接被写体を観察しており、このとき左右の眼
で見る像が大きく異なると違和感が生じてしまうのを防止するためである。
【００９６】
　ナチュラルビューがメニュー画面等において設定されている場合には、図８の第５段の
記載に沿って処理を行う。ナチュラルビューモードは、画像が自然に見えるように画像処
理を施すモードである。撮影者が右眼でＥＶＦ９を観察している場合には（Ｓ６５）、ナ
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チュラルビューモードによる画像処理を施し、表示用の画像データを生成する。一方、左
眼でＥＶＦ９を観察している場合には（Ｓ７１）、ナチュラルビューモードが設定されて
いても、ＥＶＦ９にはナチュラルビューモードによる画像データを生成せず、アートＬＶ
モードが設定されていればそれを優先し、設定されていなければ通常のライブビュー画像
表示用の画像データを生成する。なお、通常のライブビュー画像表示は、ナチュラルビュ
ーモードの画像表示よりも、コントラストや彩度が強調されており、より視認性を向上さ
せるように設定されている。
【００９７】
　なお、本実施形態においては、撮影者がＥＶＦ９を右眼で観察しているか、左眼で観察
しているかによって、図８に示すようなファインダの機能制御を行っている。しかし、こ
れに限らず、一部の機能制御を省略してもよく、また他の機能制御を追加してもよい。
【００９８】
　ステップＳ６５またはＳ７１における処理を実行すると、ＥＶＦ表示を行う（Ｓ７３）
。ここでは、ステップＳ６５またはステップＳ７１において生成された画像データを用い
て、ＥＶＦ９に表示を行う。ＥＶＦ表示を行うと、元のフローに戻る。
【００９９】
　このように、本実施形態においては、ファインダを覗いていると検出されると（図６の
Ｓ５、Ｓ１９）、タッチパネルで検出される位置に応じて（図７のＳ４７、Ｓ４９、Ｓ５
５、Ｓ５９）、ファインダの機能を制御している（図７のＳ６３、Ｓ６５、Ｓ６９、Ｓ７
１）。
【０１００】
　以上説明したように、本発明の一実施形態においては、ファインダを覗いているか否か
を検出する接眼検出部（例えば、アイセンサ１７）と、タッチパネルの検出領域への物体
のタッチ位置、またはタッチパネルに最も接近する物体の位置を検出する位置検出部（例
えば、タッチパネル１９ａ）と、接眼検出部によりファインダを覗いていると検出される
場合に、位置検出部により検出される位置に応じて、ファインダの機能を制御する制御部
（例えば、制御部３１）を設けている。このため、撮影者がいずれの眼でファインダを覗
いているかに応じて、ファインダの機能を制御することができる。
【０１０１】
　なお、本発明の一実施形態においては、ファインダとして電子ビューファインダ（ＥＶ
Ｆ９）を用いた例について説明した。しかし、これに限らず、ファインダとして光学式を
用いてもよい。この場合には、図７のＳ６５、Ｓ７１に示したようなアートＬＶモードや
ＯＶＦシミュレーションによる表示はできないが、ファインダの視度調節を行うことがで
きる。
【０１０２】
　また、本実施形態においては、撮影のための機器として、デジタルカメラを用いて説明
したが、カメラとしては、デジタル一眼レフカメラでもコンパクトデジタルカメラでもよ
く、ビデオカメラ、ムービーカメラのような動画用のカメラでもよく、さらに、携帯電話
、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assist）、パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ）、タブレット型コンピュータ、ゲーム機器等に内蔵されるカメラでも
構わない。いずれにしても、ファインダとタッチパネルを有する撮影のための機器であれ
ば、本発明を適用することができる。
【０１０３】
　また、本明細書において説明した技術のうち、主にフローチャートで説明した制御に関
しては、プログラムで設定可能であることが多く、記録媒体や記録部に収められる場合も
ある。この記録媒体、記録部への記録の仕方は、製品出荷時に記録してもよく、配布され
た記録媒体を利用してもよく、インターネットを介してダウンロードしたものでもよい。
【０１０４】
　また、特許請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず」
、「次に」等の順番を表現する言葉を用いて説明したとしても、特に説明していない箇所
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では、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【０１０５】
　本発明は、上記実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されてい
る複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形
態に示される全構成要素の幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態
にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１０６】
１・・・撮影レンズ、３・・・撮像部、５・・・姿勢検出部、７・・・ＥＶＦ制御部、９
・・・ＥＶＦ、１１・・・接眼レンズ、１３・・・視度調整部、１５・・・撮影者、１７
・・・アイセンサ、１９・・・背面表示部、１９ａ・・・タッチパネル、２１・・・記録
部、２３・・・ＲＡＭ、２５・・・ＲＯＭ、２７・・・操作部、３１・・・制御部、１０
０・・・カメラ本体、２００・・・レンズ鏡筒、Ｇ・・・グリップ部
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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